
令 和 ８ 年 ５ 月 2 9 日  

保護者の皆様 

                           東広島市立豊栄中学校  

                          校 長  原田 二郎  

 

気象警報等の発表に伴う臨時休業等の対応について 

 

初夏の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 さて、気象警報等の発表に伴う対応について、令和８年５月 28 日付け東広島市教育委員会通知

により、次のように「対象となる気象警報」を改正し措置しますのでお知らせします。今後とも生

徒の安全確保のため、御協力をお願いします。 

 

 

 

 

１ 午前６時の時点において、東広島市に上記の警報が一つでも発表されている場合は、自宅待機

とします。なお、学校から連絡は行いませんので御注意ください。 

 

２ 午前７時の時点において、 

   ① 引き続き、警報が発表中の場合は、原則として臨時休業とします。 

    ①の場合、学校からメールでお知らせします。 

   ② 警報が解除されている場合は、原則として８時１０分登校とします。 

 ただし、通学路の安全等が確保されない場合は、学校へ連絡してください。 

 

３ 登校後において、 

    ① 台風などで災害の発生が予想される場合、危険な状況になる（警報が発表される）前に下

校させる場合があります。下校時刻は、メールで連絡します。 

    ② 気象警報等が発表された場合、原則として通常どおり授業を行います。授業後状況を見て、

通学路の安全が確認できれば一斉下校とします。ただし、安全が確認できない場合は、学校

待機としますので迎えをお願いします。 

 

※  対象となる気象警報以外の警報（大雪・暴風雪）や警報発表以外の非常災害、その他急迫

の事情（雹・突風・雷等）により措置する場合は、状況により校長が判断し、臨時休業とす

るか登校させるかについてメールなどで連絡します。警報等の発表及び解除について御不

明な場合には、中学校へお問い合わせください。（℡０８２－４３２－２３５１） 

【対象となる気象警報】 
 

大雨（特別・危険を含む）警報 

土砂災害（特別・危険を含む）警報 

暴風警報 


